
≠

（i2頁）

　　

名古屋樽図書

和523156
本館．

．図

録）（附゜
報

官昭和．26年9月目録
1

昭
和
二
十
六
．
年
九
月
官
報
目
録

、

　
．
　
　
．

　
．
　
「
　
．

　
　
　
第
七
三
九
五
号
か
ら

本
扶

　
　
党
七
四
一
八
号
±
で

貝
繍
性
担
駒
詫

◎
凡
例

政

令

二
九
二

二
∀
三

二
九
ロ

鼕
ﾛ
五

二
九
六

；
九
七

一一

續
ｪ

一一

ｴ胃
一
〇
〇

三
〇
一

三
〇
二

三
〇
三

三
〇
四

三
〇
五

三
〇
六

三
〇
七

三
〇
八三

R 曇
登
録
令

予
嚢
算
及
び
全
計
令
臨
時

　
　
　

篇
．
三
部
敬
正

朝
黄
食
奴
営
団
の
紡
殊
整
瑳

の
結
果
生
じ
た
蔓
余
財
産
の

う
ち
萩
府
に
附
田
す
べ
き
分

配
企
の
麺
理
に
関
す
る
殴
令

翰
出
品
萩
清
覧
欽
料

令生
活
保
雀
法
施
行
令
の
一
都

改
正

口
本
藷
♂
社
に
対
す
る
法

令
の
準
用
等
に
関
す
る
政
令

の
一
部
故
正

熱
管
理
滋
施
行
令

公
職
選
挙
没
茜
行
令
の
一
部

改
正

警
※
予
情
歳
含
菰
行
令
の
一

部
敢
正

顧
6
1
‖
理
令
の
一
部
改

正穀
入
買
易
管
理
令
の
一
部
改

正騒
薯
靭
賓
の
売
抑
に
関
ナ
る

法
猪
衡
行
令
の
一
部
改
正

商
品
取
引
所
法
施
行
令
の
－

部
改
．
正
　
　
　
、

港
湾
法
施
行
含
の
一
部
歌
．
正

身
体
障
害
者
爾
杜
渉
施
行
令

等
の
一
憩
改
正

準
萩
及
び
保
育
所
の
給
食
用

　
　
　
　
　
　
モ

ミ
ル
ク
の
護
興
並
び
に
こ
れ

に
讐
丁
財
政
担
置
に
関
す
る

政
令

地
方
公
共
団
依
手
撤
料
■
の

　
　
　
ロ

一
欝
喧
正

日
本
政
府
在
外
亭
塘
所
増
置

口
　
号
W
　
貰

一
　
　
　
　
一

一〇一
〇

三＝
】
ヨ

一
δ

一一s【
＝

一一

n
一一o一

＝
三一

三

一一C量一［ﾈ三
W

P
雲

一
里

一
窒

〕一

ヨ＝
宅昌

ヨ
葦

是
昌

藍
＝

亘
＝

量
呈窪

芦
一
一
堂

■一

ﾈ巳
晃

（
竺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
．　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

」
公
丈
酢
名
の
ユ
の
敬
字
け
重
を
読
す
9

a
件
名
の
下
の
数
宇
の
上
段
は
掲
載
n
、
中
殿
は
号
外
番
号
，
下
操
は
頁
を
示
す
縣
．

ぷ
魚
任
X
び
辞
令
以
下
O
各
記
事
は
主
嬰
の
入
の
を
掲
籔
す
る
p

▲
鋤
価
号
外
月
録
は
絢
価
号
外
に
販
附
1
。

＝一

黶
Z

三
一
一

三
一
二

　
．三

一
三

三
一
国

三
一
重

三
一
六

三
一
t

一一

鼈齡

ｪ

ぽ
工
品
貿
易
公
団
及
び
蹟
維

貿
易
公
佃
解
激
令
の
↓
部
敢

正公
誕
人
手
数
料
規
則
の
一
部

改
正

昆
事
書
停
法
の
施
行
に
伴
い

繰
勅
令
笠
を
寵
止
す
る
政

令矯
災
郁
市
借
油
借
象
臨
時
処

理
珪
に
規
是
す
る
鰻
定
委
員

の
旅
費
、
口
当
及
‥
止
宿
薮

に
関
す
る
政
令

訪
火
地
区
内
借
地
祖
処
瑳
法

の
債
地
蚕
員
》
旅
費
、
日
当

及
び
止
嵩
に
関
す
る
勅
令

簿
の
一
部
逮
正

政
府
に
売
り
澱
ナ
べ
き
昭
和

二
六
年
産
米
敗
に
関
†
る
欧

令債
券
牧
入
金
亭
の
沸
い
も
ど

し
金
の
損
益
の
計
算
の
力
法

及
び
当
藷
益
の
賭
属
に
関

す
る
致
■

食
阻
管
理
法
鳶
行
令
の
一
部

改
正

‖
動
員
法
及
び
醗
待
緊

息
荷
置
法
を
鹿
止
す
る
法
律

の
一
部
承
正

一
X

叉
竺

一一

v
．
　
　
匡
竺

一
X

一一v二
W

一一

一
痴

完一
痴

翼
芦
．
…

●
戸
＝

．
吾
二

吾
一
旧＝

票

嵩
培

殻
岡
■

條

約

三
　
国
際
小
麦
協
定

一口

一一ﾊ

最
高
裁
判
所
規
則

＾一
〇

一
一

一
一
一

一
ロ
一

民
事
調
停
規
則
　
　
　
　
　
］
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

民
事
請
陸
法
に
よ
る
申
立
手

散
料
等
規
則
　
　
　
　
　
　
　
一
己

家
事
客
判
規
則
の
一
郁
改
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝

齋
萎
員
耀
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≡

司
渋
委
損
鏡
則
の
一
部
改
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
工

巻
真
員
と
な
る
べ
き
者
の
選
　
　
、

任
提
則
⑤
．
一
那
改
正
　
　
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝

而一V一一ｳ［］ｳ．
’
三
九

霊
W

一
宍
O

府

令

　
　
●
聡
　
瑳
　
府

“P

齡
ｪ
　昭
和
二
占
ハ
叢
に
お
い
〔
」
採

　
　
．
用
さ
れ
る
警
察
予
備
隊
¢
警

　
　
遼
官
の
特
別
退
職
手
当
の
臨

　
　
‖
に
関
す
る
総
糧
府
令

　
　
　
C
一
部
改
．
正

邑
九
恩
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
湊
律
附
則
第
一
一
項
及
鋪

　
　
　
一
二
項
並
び
に
恩
給
法
の
特

　
　
’
例
に
関
†
9
の
一
部
を
軟

　
　
正
す
る
欧
金
附
則
第
五
項
及

　
　
び
鎗
入
項
に
規
宕
す
る
原
給

　
　
力
改
訂
惇
に
関
す
る
手
親
の

　
　
　
一
郁
改
正

四
〇
　
池
方
公
巽
団
体
手
源
料
規
則

　
　
　
の
一
藷
正
　
　
　
　
゜

　
　
●
法
　
務
　
府

一
三
七
　
船
舶
登
託
取
撒
手
椋
等
の
一

　
　
　
瀞
を
承
正
†
ス
エ
肘
令
の
一
部

　
　
　
　
改
正

一
三
＾
　
少
年
保
謹
艦
別
所
妃
遇
規
則

　
　
　
　
の
〔
蔀
改
疋

一
三
九
　
鉄
務
局
及
び
地
方
昧
務
局
の

　
　
　
‖
び
出
摂
所
竃
規
則

　
　
　
　
の
一
．
部
改
．
距

　
一
四
一
　
同
右

．一

浴
＝
@
同
右

　
一
四
三
　
岡
右

一
口
O
　
登
記
事
務
雀
規
則
の
一
部

　
　
　
改
正

（
目
一
　
　
〔
＝
二
九
に
集
録
）

一
固
一
声
　
〔
同
右
∀

．
一
国
三
　
　
（
同
右
）

一
四
四
　
信
用
藷
登
記
規
則

一
口
五
　
爵
獄
費
ヨ
リ
都
通
府
際
ユ
債

　
　
　
還
ス
（
キ
費
額
一
一
関
ス
ル
件

　
　
　
の
一
部
改
正

三
恒一

石

｛一i（
一〇

　　ぺ　 　

天tAoc莱nt　iUi
　
　
「

．
二
担

声
市
七

満
お

邑
W

空一
登

一
ロ
六

き
沃

商一

F●
呈

云
O

吉
在

古「

xロ
霊

已
宅

叉
晃

一
四
六

一
目
七

声
賃
八

私
腎
証
書
・
一
硝
定
月
紺
ヲ
班

ス
ル
ユ
ト
ヲ
登
記
所
二
闘
求

ス
ル
者
ノ
納
ム
ル
手
数
料
二

関
ス
ル
件
の
一
部
改
正

民
事
領
停
法
の
施
行
に
伴
い

関
係
省
令
を
廃
止
す
る
府
令

不
勘
藍
登
紀
法
施
行
細
則
の

一
部
改
正

一一v一
痴

一
完

ピ
ぴ
翫X

口

霞
匹

省府

令

゜⌒

J
灘
端
糊
…

縦商

?ﾆ

搶
R

二
　
石
油
製
品
配
給
嵐
則
等
の
一

　
部
遊
用
停
止
に
関
す
る
命
令

　
●
乾
遭
府
、
×
蔵
省

ニ
　
ド
イ
ブ
財
産
管
馨
の
施
行

　
　
に
関
す
る
命
令
の
…
部
改
正

　
●
技
理
府
、
温
間
書
藁
嘗

　
　
麓
入
覧
管
内
令
第
一
c
楳

二　
　
第
一
項
箒
三
号
に
よ
る
通
商

　
　
敵
釆
方
匿
の
享
苗
許
可
を
必

　
　
要
と
し
な
い
鳩
台
を
定
め
ゑ

　
　
命
令
の
一
部
改
正

・
㌫
欝
・
照

二
　
旧
日
木
占
砺
取
地
域
に
氷
店
を

　
兵
勺
丁
る
会
社
の
本
邦
内
に
あ

　
　
る
財
ぱ
O
整
理
に
関
ナ
る
政

　
　
令
の
施
行
に
図
す
る
命
令
り

　
　
一
護
正

（
→（■

→「

OP
七

一
↓
一
輯

ソ
．
団
．
r
i

理

　
　
　
　
　
　
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
　
●
太
　
蔵
　
富

八
一
一
　
迎
合
固
財
産
で
セ
捺
式
の

　
　
回
征
に
閲
す
る
政
令
の
施
行

　
　
に
囲
す
る
省
■
の
一
都
改
正

三
　
　
－
〔
二

．



2報　（附 録）官1昭和26年9月口鑑

　
●
女
蓄
省
、
惇
虫
省

一一

@
ち
ん
隈
薗
、
ば
り
緬
、
き
ゆ

　
う
師
－
柔
虚
藷
師
学
校
裟

　
成
施
設
認
定
規
期
改
正

三
　
保
健
蹄
助
磧
婦
蔚
遊
鋪
蝋
模

　
養
虚
所
指
定
規
則
の
一
部
改

　
正

●
厚
生
　
省
．

固三三
〇九A

苫変奈‡套窒苔奎
　
　
■
温
商
産
業
省

　
五
九

　
六
〇

　
六
一

　
六
二

　
　
●
這

　
八
＝

　
＾
三

　
八
回

　
生
活
保
護
法
施
行
規
則
の
一

　
部
改
正

　
厚
生
省
捲
債
規
程
の
一
部
改

　
正

　
抗
苗
性
肋
質
製
剤
検
磨
規
則

　
の
「
部
改
正

●
田
枯
　
省

　
登
林
物
升
規
格
法
施
行
規
則

　
の
一
部
改
正

　
顧
莱
登
録
令
施
行
規
朋

　
木
材
薪
炭
ぴ
醒
規
則
を
廃
止

　
す
る
省
令

繭
憤
定
規
則
の
一
部
洪
正

漁
業
ぴ
施
行
規
朗
の
一
部
改

　
正動

物
用
医
薬
品
等
取
箭
規
朗

　
の
「
部
改
正

砂
籔
需
紛
猟
整
規
則
の
（
鵠

改
正

怠
糧
管
理
扶
菰
行
規
則
の
一

部
改
．
正

商
業
統
計
調
査
規
則
の
一
部

浪
正

熟
管
埋
法
施
行
規
則

椋
笛
貿
易
管
理
規
則
の
一
部

改
正

　
エ
ッ
ケ
ル
等
篇
讃
篇

2
甑
敬
正

　
　
轍
　
省
．

中
央
気
象
台
組
織
規
程
の
一

部
改
正

鮒
舶
建
造
及
蔭
蕎
用
瓠
品
承

認
規
則
を
廃
止
す
る
街
令

※
湾
建
設
部
工
事
事
務
所
等

組
織
規
程
の
一
部
改
正

n
　
●
“
　
責

一ヨ一（三
三
一一

冗九a二已方穴＿＿
≡
四ヨ

量

滅
茶X

苫

＝
】
ヨ芸竺忌言whヨ【六A一ヨヨロ目

（
　
　
　
一
一
Σ

一
≡
　
　
妾
七

二
一
　
　
ヨ
妻

云
　
　
　
告
W

＝西t一

δ．＃G

＝
＝
三
（
二
九
三
に
き
）

一
一
一
一
9
　
　
　
⊃
Z
’
　
一
i
r
辻
「
壬
’

5」
　
F

一
三

八
五
　
自
勘
軍
型
式
指
定
規
則

八
穴
　
船
舶
聰
航
事
業
者
の
提
出
す

　
　
　
る
定
期
報
紺
吉
に
関
す
る
雀

　
　
　
令
の
一
部
改
正

八
七
　
自
励
車
蛯
擁
振
興
会
り
設
立

　
　
　
及
び
監
督
に
関
す
る
規
則

＾
八
　
船
負
教
育
機
関
の
職
．
の
覆

　
　
　
湾
定
鼠
寺
に
関
す
る
省
令

　
　
　
の
　
部
改
正

＾
κ
　
地
方
鉄
道
業
会
計
規
則
の
一

　
　
　
部
改
正

　
　
●
蓮
翰
省
、
建
設
盲

　
＝
自
動
碩
道
標
識
の
様
式
を
窟

　
　
　
め
る
省
令

　
　
■
郵
政
　
省

一
五
　
郵
便
貯
金
規
則
の
一
藷
正

　
一
七
同
右

一
六
　
外
田
郵
使
規
則
の
一
部
改
正

一
七
．
　
〔
一
五
に
婆
録
）

　
　
●
●
気
通
信
省

一
六
　
電
気
遁
信
省
組
織
規
担
の
↓

　
　
部
敵
正

　
　
●
労
働
　
省

一一

ﾜ
　
職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一

　
　
部
改
正

　
二
七
　
同
右

一
匡
（
　
労
働
捲
速
澁
施
行
撹
則
の
一

　
　
郁
改
正

一一

煤
@
三
五
に
集
録
）

　
●
建
　
殴
．
雀

≡一

ｪ
　
地
方
建
殼
局
組
識
藁
の
一

一　　一

〇k
部
改
正

建
馨
関
係
許
可
認
可
等
簡

鯵
措
置
令
施
行
規
則

建
設
大
臣
の
主
管
に
属
す
る

公
益
法
人
の
詮
立
及
び
藍
督

に
関
す
ム
則

一（三三
’

亘
9

＝
工

至
六

】
三
　
　
　
呈
会

一
ス
、
　
　
エ
5

一十一Ptmifi莞vス三一
；

醤
’亘

六
匹一

☆
一
会c5柔

O
ヨ
会

芸
O

旦
☆

黒
素

≡
七

本
郭
令

　
●
経
済
安
定
本
部

一
〇
　
生
醜
財
実
効
価
楕
統
計
調
査

　
　
の
中
止
に
関
ナ
る
件

（

三
W

規

則

　
　
　
●
人
　
事
暁

　
　
一
－
四
．
現
行
り
法
律
、
命
令
及
び

　
　
　
　
規
則
の
鹿
止
に
関
ナ
る
件
の

　
　
　
　
一
部
改
正

　
九
1
一
〇
　
俸
給
の
支
給
定
日
の
特

　
　
　
　
例
に
閥
す
る
件

　
一
一
－
三
　
職
匿
の
休
嘉
に
関
ナ
る
件

　
一
宍
1
0
　
職
員
の
災
宙
補
償
に
関
す

　
　
　
　
る
件
の
一
部
改
正

　
　
　
●
全
国
選
麟
●
理
委
員
会

　
　
偶
　
公
職
遡
挙
法
、
同
法
施
行
令

　
　
　
　
等
執
行
規
則
り
一
部
改
正

　
　
　
●
公
益
事
案
聾
員
会

　
　
一
九
　
電
気
．
飛
藝
規
朗

　
二
〇
　
電
気
中
楽
会
計
規
則

　
　
　
●
国
室
公
安
委
員
会

　
　
五
　
北
海
導
刀
面
公
安
委
負
会
設

　
　
　
　
佼
規
阻

　
　
六
頂
蒙
地
方
藁
基
本
規
匝
の

　
　
　
　
…
殼
改
正

　
　
士
　
同
右

　
　
八
　
同
右
　
　
　
　
　
　
　
゜

　
　
　
●
外
国
為
香
智
理
婆
貝
会

　
　
七
　
標
迷
珠
済
方
法
に
関
す
る
規

　
　
　
　
則
り
一
部
改
正

　
　
　
九
　
珂
右

　
．
八
　
外
国
為
硅
予
算
の
使
用
り
確

　
　
　
　
認
に
関
ナ
る
規
則
の
…
部
敢

　
　
　
　
正

　
　
九
　
　
（
七
に
集
録
）

6るi己
↓
完G亟一

一
≡

一
三

［
完ぶセ］

豆

一一ｵ

一
堅
「

ヨ
＝一

巽

＝
六

　
≡
芒

　
云
O

題
　
一一

〇

※
エ

メ
（
六

＝
　掴＿

台R
問目
A二〇六

告

示

　
　
●
総
　
理
　
府

≡一

緕
O
　
速
合
田
財
産
管
理
人
解
任

　
三
二
＝
　
同
右

言
坑
｝
同
右

一】

纉
ﾑ
　
蓮
含
因
財
産
の
返
遺
等
に
関

　
　
　
す
る
政
令
に
よ
り
財
産
を
引

　
　
　
姦
す
命
令
　
　
　
　
．

　
三
一
〇
　
同
右

　
　
一
三
七
　
同
右

一一

繻
ﾜ
　
ガ
ス
生
産
動
麗
計
肩
査
の

　
　
　
闘
査
力
用
紙
の
様
式
改
正

口th「
Xo　hロo

一四

i
＝
芦
二

豊
一
［

一
巽

　一ｱ雪
二

＝
六

●
地
方
財
政
委
員
会

．
・
「
二
｝
↓
八
　
同
右
〔
大
洋
漁
業
株
式

〔
一
九
六
　
町
村
の
境
器
皇
（
青
蒜
県
）

　
＝
九
八
同
右
〔
筒
）

　
三
〇
．
一
　
同
右
〔
丁
葉
県
）

　
…
5
．
五
　
同
右
（
神
奈
川
県
）

　
三
〇
八
　
同
右
〔
脊
川
県
）

　
三
二
〇
　
同
右
（
千
速
県
）

　
一
［
二
八
　
同
右
〔
長
野
県
）

　
三
三
四
　
同
右
〔
愛
知
県
）

＝
九
七
　
村
の
悩
心
界
変
更
へ
青
森
県
）

　
三
〇
三
　
同
右
（
劫
宗
川
県
）

　
三
「
九
　
同
右
（
十
褒
県
）

　
　
　
　
阿
右
価
砺
木
県
）

三
二
五

三
二
六

一
≡
一
七

｝
同
套
璽
県
）

　
三
二
九
．
同
右
〔
畏
野
県
）

　
三
三
一
　
阿
右
〔
弧
島
県
）

　
三
＝
≡
　
珂
右
〔
山
梨
県
）

一一

續
ｪ
　
　
　
（
一
一
九
］
ハ
㌔
ド
集
録
）

＝
九
九
　
村
を
町
と
す
る
処
分
〔
宮
拭

　
　
　
県
褒
島
台
町
）

邑
O
O
同
右
〔
同
呉
多
賀
城
町
）

　
一
…
＝
七
　
同
右
〔
北
毎
遣
上
富
良
野

　
　
　
　
町
）

　
三
二
三
　
同
右
〔
烏
銀
県
掛
合
町
）

一一

黶
Z
一
　
　
　
〔
「
…
九
轟
ハ
に
業
録
）

三
〇
「
一
　
市
村
り
境
界
変
更
〔
千
葉
県
）

　
三
三
二
　
同
右
（
栃
X
県
）

三
〇
三
　
　
〔
二
九
七
に
蝶
録
）

三
〇
国
　
町
の
境
界
変
吏
〔
神
論
川
県
）

三
〇
五
　
　
（
二
九
六
に
集
顕
〕

】析

Z
六
　
郡
の
区
域
変
更
〔
静
岡
県
）

一画

Z
七
　
市
村
り
廃
置
分
合
〔
新
潟
昇
）

　
三
一
八
　
同
右
（
青
森
県
）

三
〇
八
　
　
〔
二
九
六
に
集
裁
）

三
〇
九
　
遡
合
国
財
産
の
返
遭
停
に
開

　
　
　
ず
る
欺
令
に
よ
り
電
気
通
信

　
　
　
大
臣
に
通
知
し
た
挙
項

竺
一
〇
　
　
〇
一
九
賄
に
粟
録
〉

竺
一
一
　
連
令
国
財
産
の
返
泣
等
に
関

　
　
　
す
る
政
令
に
よ
り
財
嶺
を
湿

　
　
　
渡
ナ
る
命
令

　
三
一
團
同
右

一一

j
ニ
　
蓮
含
国
財
産
り
返
濁
等
に
関

　
　
　
す
る
政
令
に
よ
り
地
上
梅
を

　
　
　
引
き
渡
す
命
令

　
三
＝
一
八
　
岡
右

一一一一＿；；．百．；一一一　一〔　－iエニニ＝一ニーエニー一一一一一・m
二三二二

W

．

二
…
六
五
　
　
可
臼
、
沼
剛
鰍
警
琉
㊦

一呈一一　　　匂一一sヨ　＿＿k1A7uコunfU＝．．《A失s　AAAAAAA七七八ガ六AA　六六
＿担同－1ヨヨヨー一声培旦．　一一一．一　　　　　　　　　　　※九九A．∧A会元云令令套鷲㌫c　　　　　　　　　　　A．AA六．六＝

＝
竺

’一ｱ四H
亘
＝

野
．
二



姐
識
規
村
の
一
部
改
正

一
工

・
三

の
中
止
に
関
す
る
件

（

p
三

調
査
票
用
紙
の
様
式
改
正

5

一
酉
六

三
三
ハ
巨
孝

＝
メ

埠
■
＝

〉
．
‘
‘
ー

」

1
‘
言
ー
じ
｝
F
ド
．
u
弓

報　（附．録）官昭和26年9月目録
3

．
．
．
．
1
－
1
～
門
゜
．
・

．

　　　　　　一罷≡亘　≡≧≧警　量三三≡≡三三三輩三三≡三三三五四三ニ　　　　ニ　　O亀八t六　　　五口三二一　　　〇九八古六五四三二一〇九八七　　索三竃国三　　　●　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　六

w1響蕪1麟ll喜韓　鵡毛≡＝六　㌫　　　　完覧孟毛泰　　言云量二呈　　≡三三　言三三三三三三三三三　看六茜茜sき．詮亘　　き室羅　　㌍雲芸　諮書蕪共共莫蕪　8蓑甦

　　　　　　　　　　一一
鼈鼈鼈鼈鼈黶 @　　　　　　　　　　　二＝．

P一一一．一」挙．＾「 @＝二二二二二二
二＝二一一一一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　　　　　　　一　　　　　　　一　　　　　　　　　　一　　　　　　　一

@　　　　　　　　　　　　　ニー一九九　　　　一〇　　．允八七六ニー五　　四一一　三　　＝
@　　　　　　一一・一一CO◇　　δ九九ニー●　　　　　　　　　　　　　〇七　　　　　八六　　　　「　　●
ﾋ轍麟輔‖1曜1　lllδδδδδ＾＾　＾＾＾七勺七　パ　告　巻　　ヌ元　　呈采毛完完ε5　　完sセ　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79三≡§≡墓≡≡三語　鳶元　一　誉奎　㌍禿≧言語　　き蕪　莫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

＿＿　＿＿一＿　＿　＿　＿＿　＿　＿＿＿＿＿＿＿＿　＿＿＿＿＿＿＿　＿＿　　二二　二　二＝＝二　ニ　ニ　ニニニ　ニ　＝　二二＝二二二二　二＝＝二二二二　二二　三　二

ﾛ奎⊇頚塁量誉華吾呈質醍皇隈里竺9嶽呈言茜≡言元る．
ｰ鉋舗碧麗舗翻霞既鷺要曇碧顯暑顯要要要雑薯薯薯盟顯鋸薯藻碧舗
蛛c1雛鞠薄1§1鱗攣1≡　三　三　三豆三三　竺　三　≡三三　三　三　三三三三．三三＝＝　＝＝二＝＝＝＝　＝日　さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．言言言≡≡§§§§§§§蕪蕪≡芸る≡矯蕊≡註三

一一一一一一一一一→一一一一一r→一一@　　三一＝＝＝＝＝＝　三　　三　　三三一一一一一＝三三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三二二　　　　　　　　　　　二二二コニニ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一一一
｢竺賠≡≡議三議三三≡三註i㌍i萎鵠襟萎
嵂ﾙ魏薯薯鋸麗嬰要麗鋸§稟舗薯魏魏翻碧鞭屑姿離魑薯蒜要鯉
@纏鍵璽ll灘鞭1lllll舞　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　≡旦己‥一　≡三　≡　元嶽　奏乗　≡　菱誉≡亘

w九．Wwwwww力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巨s三．

@．

|．号署】星≧ヨ巷巷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　≡≡
工玄＝亘己淫言≡三　　＿＿工三三；三＝　　＿　　＿　　－o



4録）（附報昭和26年9月目録

…i；議i垂≡ii≡i言i責i議i
ｿ灘欝繹欝1礪≡三　≡　≡　≡三　≡　三　三　三δ　言　き　ε　3口　言　き言邑　巷　茜言　呂　完完　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2慾葵茎墾きき垂鑓喜琶量≡量嚢≡童量≧言≡。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
ﾟ颪茜品茜茜蒜三茜西西亘颪盲≡三≡≡三≡≡三≡≡≡≡≡．　一一一　一　一一一　　〇　〇〇〇　〇〇　〇　〇　〇　〇九　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九　　九　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九九九八　　八八八八　　八八　七六五　　四　　三ニー　　九　　八七六　　五田　　三　　二　　一　　〇九　　兎　　七　　五三二九　　八七六五　　酉一

?ｯ同岡会同生阿尉闘会閲粗同同同会局同会同会岡《阿式同同会同会関会同同囚同社同同間同会同同社右右右社右濫宥右右社右合右右右ぴ右右在右社右社右食右右社右社右祉右右右右〕省右右右社右右

D纒1麟藤酵1騨li天　云天云　云　云ス天　云　え云昊　量孟　言　三　≡　≡云　云　⊇　云こ三三　量≡三≡　≡二≡≡：諜ニニニ：三≡　三…竺墾　竺き誤墾蕊灘完

　　　　　　　　　　　　　　一一一@　　一　　　一一一　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　一r－一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→　　　rr　　　＿r→
@　　三　　≡三二　　　　　　　　　　九　　5L　　　九四四四四　　四四四四四四　　四四四　　四　　四四　　四四四〇〇〇　　〇　　〇〇九　　九九九九九　　五　　憤　　　三四四四四　　三三三二二二　　二二二　　＝　　＝二　　ニー一

蜴l三　　ニ　　ー〇九　　入七六五田旭　　構　　区変　　四三＝〇　　九八一〇八七　　六五四　　≡　　ニー　　〇九八
@　　　　　　　　　　　　所同内同事更無｝同署同部同｝部同｝｝と右）右察〔線同同岡同会同同向岡同同会同同同会同会同同会同同同綱右籠右楕右察同構右同　察同†（　　　　　　　　　　　　　　　　（署育局右右右右社右右右右右右社右右右社右社右右社右右右

I灘瀞鵯1畷灘1：石る　宅　≡毛　＝　＝共　工　里　　ヌ完髭完元　元天元云戻天　天只天　六　天天　云天　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．垂㌍き　≡　喜元邑ええ　霞萎ξ≡　≡叢ま柔美≡　：署：三芸

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一一一一一一一一
鼈鼈鼈鼈鼈鼈鼈黶

@一　一一一一一　・一一一一一一一二ニニニ　ー　ニ　ニ　　　ニー一一　二　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O　　O　　　　O鬼九三三　ニ　ニ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニ三㍗．：．．≒＝＝＝：．：．．：　三　　三三二＝二　　．．一一一一二二〇〇〇〇六六六六六六三ニ　　ニ：　：：一九八七　　六三三二：二二二士五也三　　七　　＝　．－　　　　〇九六DO　　D　O

�P響1麟llll繍三　≡　三　三　完　ス　天　天：⊆＝二　　；　δ　5　七　七⇔㌫　七　七　七　　　　＝　毛　s　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．≡諮元≡　三庄≡≡　云三三三≡≡莞豆莞　　合垂曇萎

ー
　
　
ζ
‘
．
4
．

〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌔

　
　
　
　
．
」
十
．
’
．
．

‘
、
　
．
　
ψ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
．
　
　
4
　
，
「

　
　
　
　
．

ち
W
．
、
‘
°
．

」、．．

．
．
．
ド
」
紐
r
占

◇
4

ぬ
餐
！
．



」
．

」
　
．
．
・
　
．
　
．
，

】
巨
爪
ρ
L
．

謬
…
i
．
．
」
L
ジ
「
…四一
七
　
同
右
（
田
島
水
茜
敏
式

l
L
欝
十
　
　
　
．
．
」

二
＾
．
」
L
－

、

）（附報官昭和26年9月日録5

コ　　－L
－　　m一
五四三

；
暮
｝
同
賓
き
笥
庁
∨

一
四
一
C
　
同
右
〔
同
》

㌫
範
｝
砦
§

烈
｝
（
二
九
二
・
萎
・

＝
二
〇
」
倫
奪

　
　
　
｝
筒
ム
）

　
　
　
　
無
線
局
に
レ
ー
ピ
ー
設
錆

　
　
　
増
設
〔
二
六
年
電
汲
監
理
委

　
　
　
瓜
会
き
示
胡
二
九
六
号
の
無

　
　
　
線
局
）

　
＝
＝
五
九
　
同
石
へ
目
商
W
）

　
一
内
三
二
　
同
右
（
お
き
な
み
〉

＝
一
一
六
　
無
椋
局
の
周
酸
数
交
里

　
　
　
（
二
六
年
ぎ
浪
監
理
委
員
禽

　
　
．
告
示
翰
四
c
四
号
の
無
線

　
　
　
局
）
　
　
　
　
．

　
「
二
八
玉
　
同
右
〔
清
河
丸
）

　
一
二
八
七
　
同
右
（
第
一
新
伝
丸
》

＝
…
＝
コ
四

　
八
＝

三
一

一
内
三
三

一
四
三
五

四内

七六

一
門
四
六

四
四
九

一一
四
荒
四

四
五
五

一
四
五
六

一
四
五
七

一
四
五
八

一
四
五
九

一
四四
六六
＝　一

同
右
〔
い
．
わ
ち
ど
り
）

同
右
〔
二
六
芋
電
散
監

廊
．
委
n
会
告
．
眉
姑
玉
六

ど
号
の
無
鞍
局
〕

同
右
〔
賓
一
水
曜
丸
）

同
邪
〔
坊
二
十
一
種
広

丸
）

同
右
ハ
第
Ψ
一
徳
広
丸
）

同
右
∩
第
二
十
五
循
広

丸
）

同
右
（
購
十
工
穂
広
丸
〉

河
右
／
第
一
秦
丸
シ

同
右
（
第
三
定
「
オ
）

岡
右
〔
堵
五
大
黒
丸
）

同
右
（
辰
竹
丸
）

司
右
〔
輩
丸
〕

同
右
〔
祁
明
夷
）

同
右
〔
第
五
母
｝
丸
）

阿
れ
〔
第
三
当
丸
〉

厨
右
（
北
治
丸
）

＝
馳
1
｝
〔
＝
九
二
に
纂
〉

一

一
二
〇
　
無
線
標
鐘
局
の
呼
団
符
号

　
　
変
更
〔
海
上
保
安
庁
所
属
御

　
　
篇
無
線
標
撒
邑

一
三

一一

i
閲一

匂（（

叉
（

三
回

葺
六

　
一
＝二

．
三
七

（
　
　
　
三
七

［
＝
　
　
昌
工

云
　
　
　
≡
O

h百．五〇Ahb6兀ン陥茜％元冗δ元元元｝co

三
ロ

三
冨

ジ
∧

三
当一

ス
（

五一差
二

＝
ヨ

江
ヨ

芸
汽

歪
六

≡
苛

逗
セ

蓋
七※

＝

要
く

芸
（

署
九工

莞
一
き

一
呂

二
一
＝

二
＝
二

＝
一
＝
二

一
一
一
二
圏

一
二
：
置A士☆

一
一
一
一
一
九

一
一
一
三
〇

一
三
一

一　
三
一
【

一
　
＝
一
一
工

一

一
三

一
三

＝一
四

三ニー八セ四
　　　l　I

　
（
一
「
九
二
に
集
録
）

｝（

ﾟ
皇
。
に
藷
）

｝（

�
纉
�
ﾉ
き
）

｝
二
三
七
に
萎
）

　
（
＝
九
二
に
集
録
∨

　
〔
詞
右
〕
　
　
　
．

　
（
同
右
〕

｝（

齊
O
七
に
蒸
）

己一〇る
一　〇〇〇 〇

二
一
九
二
に
集
録
）
　
　
＝

≡
随

≡
盟
1
｝
R
右
〕

≡
翌
」
＾
同
右
）

．＝

a
|
三
同
趙

一
一
“
五
六

一一

鼬
ﾜ
七

一
一
一
五
八

一 一一一一
六六六六六五ttt
巴三一一〇A

｝＾

Q
｝＾

ｯ
右
）

｝
爾
右
）

　
　
　
へ
同
右
）

鑛
㎜
顯
翼

［
七
円
　
防
右
〔
海
蔀
丸
）

＝
一
六
五

＝
＝
ハ
六

　　＝　＝
一

一
六
七

六
尺

六
九

｝〔

�
緕
O
き

｝
翁
右
）

二＝一二一一

@三一＝三一＝
】
声

［
菖

≡

ロ
c
七
に
集
録
）
　
　
三

一
九
二
に
蝶
録
）
　
　
≡

｝
●
芭

｝〔無
抑
局
の
呼
出
符
号
等
蛮

　
　
　
豆
（
海
上
保
オ
甲
情
圃
姥
忌

　
　
　
固
定
肪
）

一
二
七
〇
　
同
右
〔
同
右
所
罵
源
褐
毎

　
　
　
岩
局
）
　
　
　
「

＝
声
セ
一
　
閃
右
〔
利
右
所
鳳
寸
籏
茄

　
　
　
岸
局
）

＝
一
七
一
一
　
同
右
〔
向
右
所
属
高
知
固

　
　
　
定
局
∨

三二口一
芦

］
ロ

口

一
き

〔
三

一
竺

工
三
＝

＝
忘

六
六一

炎

一
（
六

天
⇔一

（
（

完
（｛

究

一　C一　ﾟ巳
二

一
＝
烏

一
i
三

一
＝
九

tidti
一「O剛

一　ｱ一　

恷
O

一一L言
ヨ

「
七
七
三
　
無
繰
漂
誇
局
の
妻
置
場
所
．

　
　
　
窒
史
〔
航
空
庁
所
属
名
古
屋

　
　
　
無
媒
標
識
局
）

一
二
士
四
　
　
（
＝
一
工
八
に
集
ぷ
）

一
一
「
七
五
　
工
顧
局
の
電
波
の
型
式
等

　
　
　
変
更
（
二
六
．
年
冠
波
監
聾
委

　
　
　
貝
金
析
示
第
二
〔
一
号
C

　
　
　
無
線
局
）

　
＝
二
八
三
　
局
右
〔
同
焔
一
二
九
号

　
　
　
　
　
の
藷
局
）

　
＝
二
九
四
　
同
右
〔
光
島
丸
｝

　
一
四
円
「
　
同
右
〔
蘭
＝
犬
平
丸
｝

　
｝
四
内
五
　
同
右
（
第
一
甚
盛
丸
）

　
　
門
六
田
　
阿
右
（
競
三
東
海
丸
｝

：
一
七
六
無
稼
局
の
免
許
八
衰
更

　
　
　
（
郷
一
盛
漁
九
）

＝
＝
一
八
六

一
三
九
六

一
四
三
ー
9

．
U
、
雪
ヒ

一
円
四
八

一
四
五
二

一
芭
五
三

八八八八
四三二一

一
士
七

一
セ
八

一
七
九
1

一

＝
一
八
五

：
一
八
六

　　　　　　　　　一　　　　　　　　＝　　　　　　　一　　　　　　二
　　　　　＝
　　　　一　　　一　　一　一一

同
右
（
錦
一
五
水
丸
∀

阿
右
（
堵
二
会
室
丸
）

同
右
（
韓
甚
丸
∨

同
右
へ
伊
吹
W
）

同
右
（
第
に
栄
徳
丸
）

同
右
（
笛
十
一
犬
洋

丸
》阿

右
〔
憶
三
向
宝
丸
〉

（
＝

G
∴
に
集
録
〉

一

（
＝
一
ロ
七
に
挺
録
〕

｝＾

°
纉
�
ﾉ
集
態

冶口
二

九nn＝二巳声nw丸⊥’］へ匹弄泊
口

（
一
ニ
ロ
七
に
集
録
∨
　
　
三

｝＾

�
纉
�
ﾉ
菱
）

　
へ
「
二
一
六
に
集
録
）

　
（
＝
｝
七
六
に
集
録
）

　
へ
＝
＝
六
に
集
銀
）

一
　
｝
〔
＝
九
吾
釜
〉

妹
｝
§
）

＝
声
　
｝
（
同
芭

＝
蘂
」
へ
同
右
〉

額
｜
｝
〔
＝
九
二
暴
竪

摯
三
2
｝

酷
．
一
。
。
七
に
き

一
4

tdt三一工三宅＝宅一
七

白u≠≠

言
芦ヨ

（
W

栖
き

菜
国

議
工五

莞ぞ白
七P

豆
〇五

三

養
工迂

妾

蚤
人

罪
七

記
市「

阿
目

…
面
芦

一一闘＝

ﾑ
［＝

ｳ
「一一一一＝

w
一一

Z
（

一一
p
．

一げｶ一
バ
W

二
き

一一一一

v
一
…

　
　
　
　
無
線
殻
照
の
置
岡
譲
等

　
　
　
．
変
更
〔
国
紫
公
安
委
員
会
所

　
　
　
民
弧
岡
県
朝
倉
地
区
警
察
署

　
　
　
梼
内
矩
線
局
》

＝
昌
一
一
　
無
弧
局
善
胆
規
則
に
よ
る

　
　
　
彬
顧
方
向
投
知
局
に
閏
す
る

　
　
　
件
の
一
部
改
正

＝
エ
一
一
】
　
二
＝
G
七
に
集
繰
）

’
三
一
三
　
　
（
二
九
二
に
集
録
〉

＝
二
　
回
ー

三
一　一

一〇〇
〇九七
　　L

｝　
皇

一　一一　工一　　 一 一一　一一　H．－　ff－ 一一

四三一〇九八七六五酉＝－〇九八t問

　1　　　　｜
｝｝｝｝｝｝｝｝ハ　 tt　　　　　tt　　tt　　　　　　　　A　　tt

－一一 ｯ同一一同同ニー＝右右一二右右一九〇）〉九〇）v六二七　　　二七
ににに　　　に に

鑛藷　讃曇〕　 ）　 ）　　　　　　　）　 v

　
　
　
　
　
〔
一
一
九
二
に
集
録
｝

三
＝

一
三
三
六
　
刑
．
式
検
定
に
會
格
し
た
無

　
　
　
線
傾
器

　
＝
一
一
九
C
　
同
右

一
三
三
七
　
無
払
該
椀
変
更
〔
国
家
公

　
　
　
憶
委
n
会
所
属
佐
貿
県
警
察

　
　
　
本
皇
藤
局
）

一
＝

　
一
［

冒

　
一
［

瓦
　
同
右
〔
同
〉

【
九
　
阿
布
〔
同
右
本
部
を
常
置

　
場
所
と
す
る
無
禄
局
）

議
叩
｝
〔
二
九
二
に
藷
）

一…＝

V
三
2

一一…

o
辞
1
｝
（
2
）

一．＝

唐
P
｝
翁
右
）

一一＝黷
P
｝
筒
右
）

一
竺
董
九
　
　
〔
＝
一
↓
五
に
集
簸
）

宅AAAAA云一（ス完見完Ptwh匹h九hn　ル
巷＝

O

二
〇

言一
己

・

一一`≡
O

竺
O

≡
O

≡
q

己
；

忘
三

ヨ
三

≡
三

汽一．

@
≡一

F．

ば
一
ば
晶

≡
．
一
一

〔
三
（

Z一O
≡
．
商

四
一
一
九

一
三
ロ

O…

黶
●
三
ロ

一
三
π

ヨ
竺

ぢ
南
二

∨
』
告

量
培

爵
ユ



．
．
．
．
．
ゼ
ー
．
1
1
而
・
、
．
．
　
　
　
－
．

．

6録）（附報官昭和26年9月目録

一一一一一一一一 @　　　　　　　一　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一

ll！　灘ll　i；illl　；iilll

＝　＝　＝　＝　＝　≡　二　≡．＝ニニ＝ニ　　　ニ≡　≡　≡≡；　≡　≡＾　＾＾＾　＾　バ　≡エエ在工耳＝　　遂＿　＿　＿＿＿＿．一．三≡≡　三三三≡≡≡　三　＝n
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§芒竺≡ヨ≡聖要疑只冥塑　　芦ざ工一旦三※天天き芸共素柔芸　罰’

飛　工■ロ≒一　一〇ロOP允w　　孟空啓免£c莞　＾　＾七三＿　＿＿ロo　容莞員

一　一一　　　一　一　一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一一　一　一　一　一　一一　　　　　一一一　一一＿
　轟1諜1叢lllii講驚三π　　　　完完完　孟孟　完莞莞完元元完記元完完　元元六云元　云元六　云　芸　芸ヌ灸　　語箋蕪富蕪．藷難≡曇壷三㌧≡きき≡三；三三

≡三室三三　　　　三　　三　三三三三　　　　　　≡三　　三　　　　　　　　　　　三　三
七モ七六六五　　　　五　　置　五五五五　　三　　　五四　　四三三三三＝＝＝＝三：＝三三三…四　ロ
六五酉七六九　　　　　八　　　七　　六五四一　　　五　　　　〇九　　　八八八八七七七七六六玉五五四七　　六　　｜　l　　　　　　　　　　　　　　　I　　五　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　九三一七六五当．ヒ六九四一九　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

y盲笥吉織彗織鶉。㌔局誌藷ま麟灘」」－」」」。螺法
垂撃撃潔L撰llll　鑛　蟹宍　三　完天　　　　ス　　石　≡三芸　　；　　　＾六　　　天　完　宗　三　完　≡＾＿＿．§墓奏誉　　三　言言三邑　三　　三．窒　　箋塁塞曇蓑≡≡芯二

一一 @　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三竺　　竺竺三　　　三三三
＝＝@　二　ニ　　　　　　　　　ー　　　一〔　　一　九九　九八八≡三八八七

＾　　　　　　　　　一一＝一一　　＝　　　　目　　　三　　　〇　　九　　四ニ　　　ー　　ニー　　〇九三九九二一七
諜　華　1…ll　1響　1辮　　　　　　　　　　皐　1郭箋；曇雛　雛　議　寄⇔　七×　一　．　ロヨヨ＿毛亘＿＿　　ヨ　　　＝　　＝　　　　　二　　　　　＝二　天　又芸柔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　〇　　七　　　　　　　　A　　w

@　　　　．@　　　　　　　　　　　　　　　　　「＝＝ @　　　　　二竺　　　　　＝　　　　　旦＝　　巽渠　罫差塁塁ニー豊老莞更≡苦＝合三　　　　巷　　　望　　宅　是　　霊＿　　　o．o　＝

」
．「

　
　
コ

．
」
を
「
．
．

’
　

）

舟

S
ー
．

．



．一

j
ご
．
屓
オ
＼

i

三
ス

八
　
同
右
凝
員
の
当
還

完

乱
三
三
七
六
、
‘
き

　
　
．

・
〆

．
‘
．
1
　
「
．
．
ン
　
r
　
［
．
，
　
‘
．
1

声
■
⊂

一
　
一
三
ハ
旺
、
匝
宅

．
　
「
．
‘
　
　
　
　
　
　
　
．

輪

‘

．
．
」

録）（附報昭和26年9月目録
7

「
二
七
三
　
同
右

一
＝
七
四

　
二
七
五

｝
同
右
”

＝
一
七
八
　
岡
右

＝
曽
八
閲

〕
二
八
五

一
二
八
九

一
三
〇
九

一．

O
＝
二

＝
一
二
九

＝
一
三
〇

＝
一
　
二
二

　　≡≡一

｝
薯

麗
同
右｝

何
右

同
右

ね
｝
同
右

『
｝
暑

↑
霜
」
要

　
＝
一
五
〇
　
同
右

＝＝

吹
v
同
右

一
一
一
二
九
建
捌
貯
金
の
舗
目
等

≡
琵
」
同
右

一
一
言

＝＝＝＝
一
四
七

　　：＝　二ご

一
三
　
同
右

一
ヨ
五
　
同
右

西
二
　
同
右

茜
三
　
同
右

　
　
　
同
右

稟
－
｝
碧

悪
一
二
五
入

一
二
五
九

d－　t．“．
ノ、　1、ノ、

五一9

＝
六
七

一

｝
同
右

｝
同
右

｝
阿
右

魏

一
云
砿
」
同
右

＝
一
七
二

＝
一
七
×

＝
一
七
七

二
一
七
九

＝
一
八
二

一
二
八
三

＝
一
八
六

同
右

同
右顯｝

同
右

同
右

Aδ一
〇

＝三完完三三一
三

一
三

＝
匹云一

宍一一犀酉　目　里三里六六七A令（OOoA　＝＝

＝
笏

霊
ヨ

≡
ロ一

允

一一
巷
宍

．
堅
著

窯
六
目

美
ロ旦

空
旦
空

塁
頁同

≡

窒
二＝お　日冒nE　ne

　wAoo　＝
会九

六’

＝
声

七＝

三
（工t誕＝目回ヨw

一
金

完
O

　
　
　
　
｝
阿
右
．

　
　
　
　
｝
同
右

≡
齢
」
．
同
右

一．

c一
@
｝
同
右

≡
　
｝
2

五五五五三二二：．一　一九八八
九八七六〇六四三五二〇e八七
　　　　　　　　　1
　　　同同同同阿｝同｝
　　　右右右右．右同右同
　　　　　　　　　右　　右

　　　　≡三　　三≡≡
　
＝
二
九
六

’
一
一
胃
一
隅

一
一
一
三
五

＝
誤
」
着
枯
金
・
響

（

　
＝
一
四
六

七
七
　
同
右

八
三
　
同
右

殼
i
｝
2

塾
「
｝
薯

　
　
同
右

　
　
（
一
二
一
一
八
に
集
録
）

　
　
二
㎜
…
三
三
に
集
曝
）

九八七
一　一→

＝
二
一
四

＝
一
＝
＝

　
一
＝
五

一
　
＝　

三
＝
七

　
三
六

　
＝一

ば同同同同同阿同同
右右右右右右右右右

＝
蚕
コ
同
右

≡
醸
」
同
右

　圭ｿ＝　
二
九
四

　
二
九
五

一

｝
薯

｝
要

｝
二

三完三一
＝n

＝

（
＝n

三

勇〔
宍

（
モ

宅一
×ハA

一
冗

一一

Z
二

一
己
」

ヨ一三
天
．

美
ロ

一
宗
エ

ヨ
窯

工
一捕

亘

印
嘱
．
昌

誤
（
皇

己
（
≡

匡一

O4　旺

芦旦
冥
O

二
W
．
　
　
匡
さ

＃ヨ九工二一”－h二一A欲
一
≡

二
（一

冗
一
冗

賦
さヨ諒萎議蓑§蕪隔

量

戻一

j
垣一

S
渠
一

＝
一
三
九
　
　
〔
一
＝
＝
八
に
策
鎧
）

一
西
O
　
外
恒
保
鐡
事
業
者
の
日
本

　
　
　
に
お
け
る
保
蘭
事
業
の
當
※

　
　
　
免
許
（
イ
ソ
タ
ー
ナ
シ
ヨ
ナ

　
　
　
ル
㊨
ア
イ
ヂ
リ
テ
イ
保
瞼
会

　
　
　
．
社
外
三
∨

　
一
…
［
九
二
　
同
右
（
ガ
ー
デ
イ
ア
ン

　
　
　
　
　
保
陰
株
式
会
社
外
「
）

一
【
一
四
一

：
碗
二

一
一
員
三

一
一
一
殴
西

一
一
茜
五

一
二
四
六

一
「
員
七

：
一
因
＾

．（

黶
％
�
ｪ
に
集
絞
）

（
一
二
三
＝
↓
に
集
録
）

　
（
同
右
）

｝（

℃
O
入
に
萎
）

　
（
「
二
一
二
八
に
集
鰻
）

〔一

�
O
三
に
集
領
）

（
↓
二
二
八
に
集
鐙
）

孟
唖
」
（
三
三
三
に
曇
）

一
二
五
一
一
婆
ロ
国
財
旅
管
理
人
解
任

　
一
二
八
〇
　
同
右

　
二
二
〇
二
　
阿
右

　
ニ
ニ
〇
六
．
同
右

　
二
｝
二
七
　
同
右

　
一
三
三
九
　
同
右

一…

@
舗
｝
同
右

一
＝
五
三
　
寄
附
‖
に
閲
す
る
届

　
　
　
出
承
認
（
学
棟
法
．
人
女
予
美

　
　
　
術
大
学
）

　
一
一
一
八
占
ハ
　
同
右
（
掌
校
芙
東
一
夙

　
　
　
　
　
医
科
大
学
）

一一　　一一　一　一一

六六五五五五五五
一〇九八七六五回

言
三
入
に
篇
〉

｝＾

ﾟ
三
三
に
曇
）

｝
倫
右
）

｝〔

｢
宥
）

一
＝
穴
二
　
　
（
一
二
二
八
に
集
録
）

一：＝

六
三

一
索
四

＝
ハ
五

＝
＝
（
六

｝
8
）

　
　
〔
＝
↓
三
三
に
集
鎮
）

　
連
含
国
財
産
の
返
違
等
に

関
す
る
政
令
に
よ
ぢ
財
産
を

引
き
澱
す
命
令

忌芦揃　閏　阿　当口9i賦工｛eilm一「六
一
石六

禿
六六×六七も七（

ヤ

≡■
（

二
三

百
（

ロ
（

児叉七令も七匂匂
セ
（蓋

ズ
九

一一

謔
v

＝
呂

叉
三

畏
工

■
（
目

美
O

芸空勲
内

一
＝

＝
一一

三

＝
二

三
セ

♪

＝
誘
↓
｝
同
右

一
三
．
D
三

＝
二
〇
玉

＝
二
一
六

＝
一
四
g

＝
…
八
五

　
一

　
　
七
二

　
＝
七
三

　
塔
一
七
四

　
一
宅
五

　
一
宅
六

　
二
七
士

＝
ヂ
八

一
一
一
七
九

　
＝
八
〇

，
一
一
一
＾
一

　
一
「
＾
ニ

　
ニ
八
三

　
　
＾
四

　
一　

　
＾
五

　
一

七七六六
一〇八七
　　1

｝（〔〔　 （
一一

ｯ
右
）

＝
一
八
六

一
一
一
八
七

F
：
八
＾

：
一
八
九

：
一
九
〇九hA

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右〔

＝
三
一
三
に
集
叙
∨

｝（

ｯ
右
）

　
〔
＝
一
三
三
に
集
戯
）

　
〔
間
右
）

（
＝

　
　
一

（
＝

（
＝

二
八
に
集
録
∨

三
三
に
集
録
〉

一五
二
に
集
録
）

　
（
一
二
三
八
に
集
録
）

｝（

ﾟ
三
＝
藁
録
）

｝（

O
天
・
藷
）

一
ロ＾完亘8西二（AAA5ooo己＝＝＝＝

（
「
二
三
三
に
集
録
）
　
　
＝

｝
爲
右
）

　
〔
一
三
二
八
に
錐
鉄
）

、
　
（
一
二
三
三
に
集
絃
）

〔
＝
一
三
八
に
蚤
録
）

〔
一
二
四
〇
に
集
録
）

特
別
割
増
金
を
附
け
る
こ

　
　
　
と
が
で
き
る
矩
期
預
帝
及
び

　
　
　
定
期
貯
金
に
つ
い
て

一
一
一
九
四
　
　
〔
一
二
二
六
に
集
録
）

一
一
一
九
五
　
返
這
す
る
こ
と
を
要
し
な

　
　
　
い
連
合
国
財
産

一
二
九
六
　
連
含
国
財
産
の
返
還
等
に

　
　
　
関
す
る
孜
令
に
よ
力
電
気
通

　
　
　
信
大
臣
に
通
知
し
た
事
項

一
二
九
t
　
速
令
頂
財
蛎
の
戒
還
郁
に

　
　
　
関
す
る
政
令
に
よ
り
財
燕
を

　
　
　
菖
し
，
引
さ
．
波
す
命
令

一
＝
九
八
　
同
右

　
二
二
〇
四
　
同
右

＝…三一二三二三三三三

垣ns

＝
冥

一
両
六

＝
菜

ヨ
雲

豊
ヨ

渠
〇一

看

三
（hnA三

∋tt匹ロ目ヨ
一
嵩

一
允

　
莞

一
発

ズ
W

完
O

＝
O
二三蕪曼

一一

{
三

二、

O
一ヨ

O
二〔

O一
三
＝

－一{一
垣
六



’

．

．

昭和26年9月同録　　　　　　官　　　報　（附　録） r　　　　　　8

一 ＝＝　　　　　　　　一一　　　一一　　　　　　　　　一

一一恒一一一一

1轟ll　隷1｛i薫ill羅ll

〕
＝
　
　
　
畏
ヨ

　．ﾟ　　　　二一一

刀@　　　　　〔
縺@　　　空ヨ　　　　　　ー

三三三三三三二三三三三る　　sる三三瓦完完六

W≡≡語る⊇　　≡≡㍉㌍

毛＝ロニ亘亘　■　渓　　日
@　　　　　　　　s二　」二　≡　　＝　＝　＝　　：．」　　」二吉茗s漂菜巽異　巽　　衷

一 一一 一　　　　　　　一　　　　　　　　　　一　一一　一“　　　　　　←
一一一三　　　三三三三三三三三三　　　三　　三　　　三三三三三三三三三三三三三三三三　　＝＝＝工冒＝・

藝
＝
　
　
＝
w
　
拓
扉
　
　
＝
大
　
六
c
　
o

一物基

@　　＝　　　＝
@　　∧　　へ

@　　壬　≡　　　二　　冶

　　　　　運を易　可営　田よ式　　　　　　　　　　　の

V六天犬　　　云　　言　　　　看　毛　毛　疾　言　云

F三三三　　三　萎　　署塁き曇峯窒

　　　〈宝

|　云芸　　　云　⊇　⊆⊇

ﾟ　　ロ　四　　　　　　　治　　　冶　　四　ヂ

ｫ　±三　　　茜　葦　諺受

一一一ｪ　　八　　　A 一一一ｪ　　　A　　　八　　　　　　　　　　　四　　目　　四 一一一一一一一一O三三三三；三　　＝三

（
　
　
　
三
九

　六　　五　　　岡

?ﾑ　保　鵠に

@　芦　　　　巴

@　商　　　　捕
@　ゴし　　　九

　　　　　　　　三．i　ニ　　ー　　　　　一　　　　A　七　　六　　　　七
J難謙難1…llll鞭i　　　　　　　　の　る定　め七　　　子第等　　　　よ　堤　嬬　　　長ナ　　　　　　　商　＿　　＿　　　＿　　　　　　三　三　＿　　　≡　　　　＾　　　　　　　男　三　三　　三　　　　塁　藁　三　善　　三

五　九克九九九九爪　八λ

p　　　　　　　　　　す

@　ご　　＝　　　＝　　　＝　　＝　　　　＝
@　《　　パ　　　w　　　九　　w　　　w　　　　　　　　．．

@　≡垂竺き§　き

＝ ．三　　二二二 二ニー　　　　　　　　　　　、
：

一　　〇〇〇 　　　　　一一一一一一一一一Z〇匙　　　　九九　九　九　　　九　九九　九二　　　　九 一一一ｪ　　　八二二＝一　　A

七
璽
一
一
芸
宣

太　　五四二

･に　　＝　　　．「　　九　　嘱

@　※　　兵@　ぺ　　べ　　．．．　　シ邑

　　　　　　　　一〇丸　　　　八七　六　五　　　酉　三ニ　ーo　　　　o
@　　　●　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五　　　　　　　　　　　　四三二．ヒ
P難欝灘lllll騰欝1　ll　　　　　　　　る　　　　一Z保　　　る　所　人用　当　　認　　　日び施　　　　　　　　事　．　部費撤　　事　の　61：長　親　　可　　等に行　　　　　　　二　三三六　　　犬六　犬　六　　；　δ5　完く　　　　　　　芸　羅；　　言言　こ　；　垂　語　≡

　九　　　八〇〇◇九　セ

@ー　桑第　　　　　　る
@鵠　品四　　　　　　講

@　　　＝　　」：　二　　一`　　　　ハ　　　　　　工　五　五　A　A

ｳ　三　　芸塁言元

　
】
．

．
討
　
　
．
」

．

ｩ
．
・
1

‘

ト
∈
r

㎏
．

1
．
へ
．
1



上
裳
．
・
メ
．
‘
　
　
・
　
望
「
£
一
↓

「
．
ヨ

s
．
．
．
一

一
　
＝
．
．
Z
ヨ
　
　
　
　
　
「
　
．
　
．
．
　
一
，
　
・
／
」
タ
．
窪
、
　
　
　
　
．
田
ノ

”
」
「
⊂

δ
朋
↓

戸

n
，
　
　
　
一
㎡
．
一
i
　
　
P
オ
刃
貝
に
き
く
濱
克
（
推
衰

一
メ

録）（附報
　．．

♪
E

　．1

　」昭和26年9月日録9

三
一
＾
　
日
本
農
鉢
規
烙
〔
枕
太
）

三
「
九
　
赤
蔑
簡
生
斎
習
会
規
怜
に
基

　
　
　
ぐ
特
殊
随
習
会
開
催
〔
盛
岡

　
　
　
市
∨

三
二
〇
　
丸
撒
捕
腹
話
可
証
の
亡
失
届

　
　
　
田

三
二
一
　
瓶
区
に
お
け
る
狩
旅
の
停
止

　
　
　
認
ば
〔
埼
玉
奥
）

（一

黶
＝
@
肥
料
の
㌘
毅

一］

皷
_
　
同
右

〔一

�
l
　
樫
船
底
曳
網
漁
業
か
恕
止
す

　
　
　
る
区
域
及
び
期
間
の
指
定
に

　
　
　
悶
†
る
件
の
臨
鰭
例

三
一
一
五
　
家
畜
保
健
衙
生
添
員
の
家

　
　
　
蒋
人
工
竣
待
に
関
す
る
羅
習

　
　
　
会
開
催
に
閲
す
る
告
示
の
一

　
　
　
部
改
正

　
三
三
五
　
河
右

三
一
六
　
地
左
げ
り
家
畜
人
工
受
鴛
指

　
　
　
痩
渚
力
家
造
人
工
受
筒
に
閲

　
　
　
†
る
諦
消
会
閉
催
に
関
十
る

　
　
　
告
示
穆
一
部
改
．
更

三
二
七
　
漁
港
指
定

三
一
一
八
　
爪
区
の
謹
定
●
可
（
椋
玉
県
）

　
三
四
二
　
同
羽
〔
宮
城
ぷ
）

三
二
九
　
禁
瓶
区
設
置
〔
亙
同
鈷
）

三
三
〇
　
凪
区
入
除
規
毘
の
一
部
変
更

　
　
　
X
可
（
ば
城
∋
ご

三
三
一
　
晴
和
二
玉
年
降
林
省
皆
示
第

　
　
　
二
七
六
母
の
一
都
改
正

三
三
二
　
食
鯵
理
状
施
行
令
及
び
同

　
　
　
怯
施
行
規
則
の
破
．
正
珊
由

竺
三
三
　
漁
裟
法
に
よ
る
海
区
り
指
幻

　
　
　
の
件
の
一
郁
改
正

一
工
三
問
　
漁
業
改
に
よ
る
湖
栢
の
指
矩

　
　
　
の
件
り
一
部
改
正

三
三
五
　
　
（
三
二
五
に
錐
録
）

三
三
六
　
農
業
協
同
組
舎
再
建
整
響

　
　
　
笛
費
補
助
金
交
針
規
程

三
三
七
　
家
畜
籏
生
バ
験
場
勤
物
爪
生

　
　
　
物
学
的
掘
剤
販
売
規
程
の
一

　
　
　
部
改
正

三
三
八
　
家
畜
域
生
試
験
場
に
お
い
て

　
　
　
売
り
読
う
動
物
用
生
物
学
酌

　
　
　
製
粛
の
販
売
価
帖
の
柵
定
に

　
　
　
閏
す
る
件
り
一
部
敢
正

ヨヨtロヨ莇A六A七Aも，”（
5

＃
百

A垣
［九「

＝
一
＝

＝
（

E≡セ回ヨ
An一

莞．－fU

婿A
元
六

｝
三

；
一
〇捕

a

三
〇一

8

一
芸

一…

齊
O

一
西
づ

一培
ロプ

ざ
一
　
（

づ
炎

宮
菜

三
三
九

三
目
O

一一

齊
l
一

三
回
＝

三
責
三

＝
一
九一一 一

tt二〇
一／、

一
一
一
＝

ニ
ニ
＝

一
＝
一
三

一
＝
一
四

　
さ
ん
ま
薗
栗
取
競
填
則
第
二

　
篇
「
項
り
操
秦
期
間
り
始

　
期
賢
亮

　
開
墾
事
業
繍
助
金
凌
位
規
程

　
り
｝
部
改
．
正

　
漁
蓋
同
粗
音
再
建
整
備
対

　
策
繍
助
金
交
付
規
程

　
　
へ
三
一
一
・
八
に
集
録
）

　
森
柚
葉
計
栖
の
概
要

●
通
商
童
藁
省

　
工
婿
車
彙
場
等
り
菅
理
に

　
関
す
る
件
第
一
條
第
五
項
但

　
需
第
「
号
に
よ
》
王
務
大
原

　
の
特
に
指
定
ナ
る
指
定
節
設

　
輪
入
公
表
（
第
四
〇
回
）

　
同
右
〔
第
四
一
洞
）

　
同
右
〔
第
四
二
回
〉

　
楡
出
晶
京
莱
法
第
七
康
の
二

　
鴇
出
最
の
品
目
お
よ
び
登
鍛

　
基
準
等
を
鍵
め
る
件

E三．三ニニニ
　ーc九八七

二
一＝

二
一一

＝

二
＝

一
一
一
［

一〇A八士六

“
一
言
二

一
＝
P
＝
一
】

工
業
標
選
化
泌
施
行
規
則
に

よ
り
掬
定
商
品
の
表
一
が
許
可

串
湊
霊
目
お
よ
び
表
示
の
様
式

等
指
定
（
警
通
用
鋼
皆
等
）

砿
工
業
品
の
品
目
指
宏
の
公

表
に
関
す
る
件
等
り
「
訓
改

正翰
入
公
衰
の
一
部
改
正
〔
掠

三
六
回
）

　
司
右
（
熔
三
七
回
）

同
右
（
第
三

同
右
（
第
三

同
右
（
第
三

同
右
〔
第
三

六丸七六
8回回芭

佳
向
国
に
お
け
る
特
詐
権
等

を
便
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る

貨
鈎
の
指
定
の
件
り
一
部
改

正　
〔
二
二
〇
に
集
録
）

｝
三
；
穎
§

三
同
右
∨

　
〔
貝
右
）

優
良
自
動
甕
御
品
認
史

　
（
ニ
ニ
O
．
に
集
躁
）

一一

一
三

一☆ｶ言
女

一
三
　
　
　
一
完
皿

一一

�
@
　
四
（
國

一
ぶ
　
　
　
垣
（
固

二AAE
三三三

hhh臨
兄二

［

允Am
一W

＝」一一
一
三

一
＝

一
弓

一三

､（
窒

一…

n
一
ヨ

一一

黶cO
］
三
戸

亘
七1三wA一

三
W

ｳ
菜
六

一…

ｵ
P

ざ
盲

ヱ
天

呈
九

茎
「ヱ

窒

荒
ヨ

　
　
　
　

　

　

　
．

ピ
．
．
．
「

．
．
．
．
．
．
「
．
」
ド
．

　
　
　

　
　
　

．
卍
．
一
　
　
．
．
　
　
　
i
　

　
　
　
　
．
「
．

．
°
　
．
　

　

一
＝
二
買
　
輪
入
貿
易
管
鯉
令
に
基
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
　
シ
　
　
マ

　
　
　
居
住
衰
の
救
じ
ゆ
つ
の
た
め

　
　
　
に
き
ら
れ
る
小
包
郵
；
O

　
　
　
内
客
と
し
て
認
め
ら
れ
る
貨

　
　
　
駒
の
健
囲
榊
定

一
一
一
昌
五
　
電
気
計
器
の
型
式
承
認

　
　
●
逗
　
輪
　
省

一一

齠
�
@
蓮
職
審
護
金
の
決
定
〔
自
動

　
　
　
軍
運
治
菜
業
姪
営
免
許
に
つ

　
　
　
い
て
）
．

　
；
二
二
　
同
右
（
遁
華
菜
経
常
免

　
　
　
　
許
に
つ
い
．
て
）

一［

O
〇

二
＝
＝

二
三
三

一一

O
六

一一

齊
O

一一

齠
c

＝
一
五

　
同
右
’
〔
西
武
鉄
道
放
式
会

　
社
と
H
本
蒋
産
株
式
会
社

　
及
び
西
武
食
阻
工
業
株
式

　
会
社
と
り
会
社
ひ
併
に
つ

　
い
て
）

　
同
石
〔
川
崎
市
営
竃
気
軌

　
藻
粂
貿
政
訂
外
三
件

　
に
つ
い
て
〕

　
同
右
⌒
岡
山
模
帆
船
遅
浪

　
株
式
会
社
申
請
の
味
讐

　
戴
削
闇
族
客
定
期
瓶
路
事

　
案
免
許
外
一
挫
U
に
つ
い

　
て
）

　
同
右
〔
庄
動
車
遁
選
事
業

　
経
営
免
許
に
つ
い
て
〕

這
路
運
遜
車
詞
猷
に
基
き
自

働
＝
早
僅
崩
者
に
対
し
勧
告
す

る
件

船
用
品
の
刑
式
承
認

磯
時
薯
管
理
令
に
よ
ウ
節

舶
を
所
宥
老
に
返
遼
〔
信
濃

W
）
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
　
阿
省

　
　
　
　
同
右

　
＝
三
八
　
同
右

二
一
＾
　
倉
庫
営
業
者
の
営
業
廃
止

二
一
鬼
　
●
庫
膏
業
者
の
営
素
所
変
更

　
＝
二
九
　
同
右

こ
二
〇
自
箏
事
の
臼
時
運
行
の
許
可

　
　
　
に
関
芸
．
町
村
指
尭

≡
歓
｝
奮
藷
・
発
舞
可

＝
言

一昌
三門

≡
三

ニ
エ

一一mt完5；天索二A六δ

　

　
．

（
　
　
‘

口N宍ぞtt工
言

一一’㎜ｻ
，’‘

四
董

芦
六
≠令七

匙h
突

豆
｝二

宅

渠
］
〔

穴「

s［
慧

一
烹

三
九

三
ヱ

≡一

黶

三三五

一
三
四

＝
一
一
五

＝
一
＝
（ニー〇九八七

一
三
三

三
目

“
蚕
一
五

一
一
三
六

一
一
三
七

一
三
＾

一
三
九

周
騒
光
ポ
・
ア
ル
整
備
法
に

よ
る
族
館
の
登
録

　
阿
右

　
〔
二
＝
一
に
鋲
録
》

　
昭
和
一
一
］
ハ
年
梅
㍉
代
理
士

　
試
験
の
場
所
皿
び
n
時
等

船
負
法
に
よ
力
行
汝
官
庁
刀

事
務
を
行
わ
せ
る
布
町
村
長

指
宕
の
W
の
一
部
改
正

　
〔
一
＝
七
に
昧
録
〕

指
定
施
設
等
の
使
用
割
限
に

関
す
る
任
に
基
き
－
　
一
般
施

談
等
の
使
用
》
口
出
に
聞
ナ

る
手
秘
を
定
め
る
件

介
庫
営
※
者
の
名
称
変
更

‖
庫
桂
堆
保
管
料

　
〔
二
一
九
に
集
録
∨

　
〔
一
＝
二
に
集
録
）

　
〔
同
宥
〕

二
級
ガ
ソ
リ
ン
自
勒
氷
整
備

十
及
づ
三
績
二
、
三
籏
自
動

ポ
恭
筒
士
の
殻
能
検
変
の
施

行
矧
⊆
導

　
〔
二
「
二
に
坐
録
）

　
（
二
．
一
七
に
腹
ぱ
）

　
〔
二
二
「
に
集
藪
）

　
二
＝
二
に
集
録
｝

泰
風
烈
函
臼
号
所
の
設
置

〔
整
則
燈
台
培
∨

　
〔
一
＝
七
に
集
録
）

吐
叡
脚
法
施
行
挽
則
に
華
き
．

労
務
報
骨
習
及
び
兆
滝
商
報

古
笥
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
者
指
史

　
●
湊
上
保
安
庁

五
　
水
先
人
免
許

六
　
海
上
裸
安
庁
の
騎
瓶
の
番
号

　
及
び
標
識
に
関
す
る
告
昂
り

　
　
一
都
故
正

〔
舘
）
三
五
　
航
路
恕
識
の
新
設
，
改
廃
、

　
　
　
そ
の
仙
齢
蔀
の
航
行
に
関
し

　
　
　
て
必
覇
な
事
項

（
蕉
）
三
六
　
同
右

（
随
）
・
モ
釘
右

一＝t≒
［■

fl岡一ロYL匂工an’．‘六t．tt牢
云一　i⇒

六府
三

江A＿

一
臼
S

興
汽

己
※

一一ｶ．培勺七

一一ｫ三
き

＝
臼

一…＝
六

一…ﾟ岡
Σ

聾
凧

冥
六

同
六
六

烏
索

氷一

j
呈
同

勇
二癸

美
噌

8i宕

．
　
．
　
．
　

一
　
　
　
S
　
　
　
．
．



10録）（附報官昭荊126年9月目

…：蕪華i。。議元。i…㍉元議．i，。：，…1
T難騨難1醗ゴヂδ　穴　≡量六三二＝r天巳巴　　完≡天≡ヨ　＾六遂耳　后　巷　天　＝　＿　　二嵩柔書冥≡§8≦治　　曇叢誌　熱合蛋曇量言　≡き　亘

一一H三　n
@　貫x　　三三醤亘

…i議i華蕪藷璽i三i亘聾垂妻§…三蕪…i
ﾙ蕪1磯llllll　騨韓三一一　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三

　巴己≡ス六六≡亮三三＝≡≡天巷±三三三　　　≡　三　＝　＝＝毛≡　≡宅＾　＾＾＾酋＝

ﾌ≡；≡≡≡ξ謡言云顎壷看≡　ξ言云　三藻蕪　毫蘂≡藷三ほ
＝
舛

　　　　　　　一一一　　一　　一　　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　三　三三　　＝三三三三　三；三　三

`　．鵠≧㌍8£穴篭莫畿⊇畠．ε左苫識類㌫さ
@　　　　　難攣　　欝垂　韓　　　韓元　　　≡　　　天天ロ　三　三　　＝　．　四　　六＿　＿　六＿　　元元　云云　　后言二；≡萎　　曇　　≡調　三蓑　≡ささ　三三三㌍　註篶　曇喬巽元

一一

r柔罫．w七　⇔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　．ｪ　　　　　　　　　　　　　八　　　　　　　　　　　　　Aλ八八　八八八八八八　　　　　　　　　　　八　　　　　　　　　　　　　　八二八八八入八八　　二八八入八ス八　　ニー＝ニニニー一一一八八八　　　　　一八入八八八八八　　一

丑
A七七三三ニニ．こ　士八．L六三三三：二　六五四三＝〇九八七六二二．．・　　　五二二二ニー　一　　目 三
1鰻1鱗麟1謹lll　ll擁磯ll　　　　　　　　　＝　　一　一七W兄七七七苦七　　Wル三七七七七　　穴　A　，　六　岩皿六六由x　　　　必人六ポパ汽五工　　＝共㍉≡≡　奏≡≡三長　究克弐☆文・ロ＝　　嶽映穀竺合合

す行べ為



◆

録）（附報官昭和26年9月目録
1
1

分
室
）

δ

八八八AA八八八

六五四三ニー〇九

＾
三
七

＾
三
＾

八
三
九

八
四
〇

八
固
一

八
質
二

八
因
三

＾
四
四

八
回
竃

λ
田
六

八
圏
七

八
目
八

＾
四
九

八
五
〇

λ
五
一

八
五
二

八
五
三

八
五
仰

＾
五
五

＾
五
六

＾
五
七

八
五
＾

｝〔

ｪ
M
毛
暴
＠

　
（
八
二
六
に
集
録
〕

（
△

（
丞

（
昼

　
七
に
焦
彗

一
六
に
集
録
）

一
七
に
集
録
）

青
齋
市
計
画
地
域
変
更

八
戸
都
市
計
画
釘
％
変
更

田
前
都
市
計
諏
地
墳
変
更

二
六
年
七
月
分
建
築
勒
笈
び

佳
宅
励
選
統
計
の
鋲
計
結
呆

回
通
蹄
線
認
定
ノ
件
の
一
部
．

敵
正
．

尼
崎
祝
市
計
画
姦
以
南
土

地
ぼ
酉
肪
理
事
業
の
完
了
期

限
敬
．
正

阿
山
復
興
都
市
計
画
事
素
土

地
区
画
■
理
り
同
右

大
山
都
市
計
画
街
路
決
定

山
形
都
市
計
亘
否
閲
ホ
迫

加
－
変
夏

山
形
都
市
計
画
断
路
変
更
、

遡
加

蓑
河
江
都
市
計
適
街
路
事
業

及
び
そ
の
執
行
年
度
割
決
定

同
右
事
業
の
一
郡
執
行
行
政

庁
荷
定

鶴
岡
都
市
計
画
街
％
事
業
及

ぴ
そ
の
執
行
年
度
削
決
定

阿
右
奉
業
の
一
部
戟
行
行
政

■
指
定

小
国
忍
市
計
劃
街
路
藁
及

び
そ
の
執
行
年
度
割
決
定

湿
佐
都
市
計
画
函
路
決
定

米
沢
都
市
計
喜
用
途
地
蹟
変

更党
岡
都
市
計
酉
防
右

酒
田
都
市
計
画
同
右

新
庄
都
市
計
栖
侮
拶
変
寛
、

治
加

新
庄
都
市
計
画
公
園
氾
加
及

び
岡
事
業
差
び
に
そ
．
の
執
行

年
度
割
決
定

眉
田
都
市
計
画
公
園
変
更
及

び
同
右

米
沢
都
市
計
画
街
路
追
加
及

ぴ
同
右

布
施
都
市
計
画
一
団
地
の
住

宅
経
営
並
び
に
同
事
業
及
び

そ
の
敦
行
年
度
創
浪
変

唱七七七七七e七
三一

牢

一
工

E＃
＝一皿三ま

匹1it
E≡i工

＝1三t

霞
二

≡
＝
六
〇
　
　
〔
三
四
五
に
集
録
）

一
＝

芙
二

め
る
告
承
の
一
部
改
正

元

萎
一
竺
八
（
；
六
に
藷
）
．

　
　
　
　
．

　
　
　
　
　
－
　
．

七

　
＝
（

sA入A
天AA

〕一

?＝
男

〔
玉
門

x．fi＝
実

⇒
素

＝
ヌ

＝
勇一

妻

↓
異隷勇真勇一

渠

一
菜
．

＝
実

一一V
一［ﾂ

～
．
ー
ー
ー
．

｜
　
　
ー
　
．
．
9
」
．
　
ー

＾
五
九

八
エ
ハ
〇

八
六
一

八
六
二

＾
六
三

＾
六
目

＾
穴
五

＾
六
宍

八
六
七

八
穴
八

八
六
九

八
七
〇

八
七
一

八
七
二

八
七
三

八
七
四

八
士
五

＾
セ
六

八
七
七

八
七
八

＾
セ
九

八
＾
O

八
八
一

八
八
一

　
　
一

八
＾
＝

　
　
一

同
右
事
業
の
執
粁
行
政
庁
指

定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
云

百
石
都
市
計
醐
街
路
決
定
　
　
一
匹

有
田
都
市
計
画
土
地
区
妬
整

理
決
建
　
　
　
　
　
　
　
　
＝

鶴
岡
都
市
計
画
街
路
変
更
　
　
一
エ

赤
鶉
市
計
画
街
路
墨
及

び
そ
の
執
行
年
度
剖
決
定
　
　
一
エ

同
右
事
素
の
ぴ
行
行
政
庁
指

定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≡

酒
田
都
市
計
画
水
‖
及

び
同
声
業
並
び
に
そ
の
駄
行

年
度
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
言

高
却
氾
市
計
司
下
水
道
変
更

及
ぴ
同
事
業
並
び
．
に
そ
の
執

．
行
年
度
割
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≡

昔
示
の
取
消
（
尾
和
二
六
年

第
五
〇
号
等
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
完

同
右
〔
同
年
第
六
五
号
）
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
W

　
（
八
二
六
に
集
録
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
X

　
（
八
＝
七
に
集
録
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
W

　
（
入
二
六
に
集
録
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
完

　
（
八
二
七
に
集
録
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
W

畏
筋
口
際
又
化
都
市
建
叢
事

業
及
び
そ
の
執
行
年
度
潮
決

定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
丸

同
右
事
業
中
詑
念
公
団
事
藁

の
．
執
行
行
政
序
指
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
完

長
崎
園
際
文
化
都
市
建
設
計

画
土
地
区
画
整
理
の
一
部
を

長
鳩
市
に
お
い
て
施
行
ナ
る

こ
と
の
命
令
　
　
　
　
　
　
完

↓
山
都
市
計
画
街
路
事
業
及

び
そ
り
執
行
年
度
割
映
定
　
　
一
九

ユ
Ψ
蔀
市
計
画
街
路
退
加
　
　
一
九

盛
岡
都
市
計
函
準
防
火
地
域

指
定
　
　
　
、
．
　
　
　
　
元

大
船
陵
都
市
計
酉
土
池
区
酉

覆
理
決
定
　
　
　
　
　
　
　
亮

盛
岡
穂
市
計
画
用
途
地
撞
変

更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
西

盛
岡
特
別
都
市
計
画
復
興
土

地
艮
画
壊
理
事
秦
執
亘
W
度

割
変
更

　
（
八
二
六
に
集
薮
）
　
　
・

改
良
工
事
を
聾
中
の
雄
物

川
の
事
業
区
披
迫
加
．

毛．s喜薯［
噌

一
竈

＝
老

＝
老

量
O

°
呈
O

蚤
O

葦
〇

三
ヨ
O

言
O

芝
O

量
O

ヨ
き

旦nt呂≠oe思
葵
．

冥
六X

菜

元
　
　
玄
主
’

二
W
．
　
（
宍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∋
W

　
■
外
資
委
員
会

　
國
　
援
助
希
翠
被
術
に
関
す
る
公

・
　
　
素
（
賄
五
回
〕
　
　
　
　
　
　
一
「
（

美
六

工一

ｯ

　
●
最
高
裁
判
所

　
（
　
楳
騰
元
裁
刊
官
り
退
官
に
よ

　
　
る
捲
室
会
選
の
予
備
濱
員
の

　
　
補
欠
者
決
定

　
一
一
　
任
期
が
満
了
す
る
最
高
裁
判

　
　
所
の
長
た
る
裁
判
官
以
外
り

　
　
裁
判
官
た
る
皇
室
倉
議
り
諺

　
　
員
等
の
後
任
勇
決
定

　
■
長
　
野
県

■
一
一
丈
化
財
保
雀
法
に
よ
り
史
跡

　
　
仮
指
砲
（
教
育
委
員
会
）

　
●
宮
　
埼
　
県
　
　
　
．

一
七
文
化
財
保
穫
法
に
よ
ウ
異
坊

　
　
仮
指
定
（
教
育
蜜
貝
会
）

　
・
訣
　
　
　
令

＝工
完一

万

会△旦
§

工
突

　
　
●
繰
　
頃
　
府

　
四
　
内
閣
及
ぴ
総
理
府
所
篇
品

　
　
　
取
扱
規
泥
の
一
蔀
改
正
　
　
　
（

　
　
●
固
家
消
紡
庁

　
一
　
国
家
溝
皆
組
慢
規
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
黒

　
　
●
文
蔀
賓

　
五
教
職
員
の
適
螢
審
査
会
に
関

　
　
す
る
規
程
の
「
部
．
改
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
芦

　
　
■
厚
生
．
省

　
一
　
厚
生
省
曽
旧
軍
関
係
債
権

　
　
処
理
謹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
竺

　
　
●
農
林
省

　
七
森
隊
計
画
駕
規
匝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昌
．

　
八
　
保
安
休
及
び
保
安
筒
設
地
区

　
　
　
の
吊
定
、
解
除
難
に
関
す
る

　
　
手
撹
規
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七

　
　
■
経
済
登
定
本
部

一
八
　
指
定
生
嵯
責
材
り
一
部
の
割
．

　
　
当
配
給
雄
樹
D
停
止
に
関
す

　
　
る
件
の
一
弟
改
正

一
九
擢
定
配
給
肋
責
の
一
部
の
同

　
　
右
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す
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右
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右
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－
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